
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中、被上告人の上告人に対する反訴請求のうち一二〇万円及びこ

れに対する遅延損害金の支払を命じた部分を破棄する。

　　　　　前項の部分に関する被上告人の控訴を棄却する。

　　　　　上告人のその余の上告を棄却する。

　　　　　訴訟の総費用は、これを二分し、その一を上告人の、その余を被上告人

の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人狩野一朗、同水島林の上告理由について

　一　上告人の本訴請求について、上告人は本件請負契約に係る工事（以下「本件

工事」という。）のうち約八五パーセントにあたる部分を施工し、その余の部分は

工事をせずに放置したものであつて、上告人は被上告人に対し請負代金合計八一一

万二二〇〇円の八五パーセントに相当する六八九万五三七〇円から被上告人の弁済

に係る五五〇万円を控除した一三九万五三七〇円の請負代金請求権を有するにとど

まるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認す

ることができる。

　二　ところで、被上告人が反訴において請求原因として主張するところは、(一)

　上告人は、本件工事を約定の完成日までに完成しないで放置した、(二)　そこで、

被上告人は、他の業者に右の未完成工事を代金一九七万九九〇〇円で請負わせた、

(三)　よつて、被上告人は、上告人に対し、本件工事を中途で放置した債務不履行

に基づき、右工事の完成に要した費用一九七万九九〇〇円のほか上告人の工事遅延

による損害金二七四万五〇〇〇円合計四七二万四九〇〇円の支払を求める、という

のである。そして、原審は、反訴について、被上告人は未施工部分を他の業者に発

注施工させて本件工事を完成するのに一三一万四九〇〇円を要したとの事実を確定
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し、右事実に基づいて、上告人は被上告人に対し未施工部分の工事による損害とし

て一三一万四九〇〇円の支払義務があるとし、本件工事の遅延に伴う損害金二四万

五〇〇〇円の支払義務と併せて、右の合計一五五万九九〇〇円及びこれに対する昭

和五五年一〇月一八日から支払ずみまで年六分の割合による遅延損害金の支払を求

める限度で認容し、その余の部分を棄却した。

　　しかしながら、右判断は、そのままには是認することができない。その理由は、

次のとおりである。

　　請負において、仕事が完成に至らないまま契約関係が終了した場合に、請負人

が施工ずみの部分に相当する報酬に限つてその支払を請求することができるときに

は、注文者は、右契約関係の終了が請負人の責に帰すべき事由によるものであり、

請負人において債務不履行責任を負う場合であつても、注文者が残工事の施工に要

した費用については、請負代金中未施工部分の報酬に相当する金額を超えるときに

限り、その超過額の賠償を請求することができるにすぎないものというべきである。

�

　　これを本件についてみると、本件請負契約は、上告人が工事の約八五パーセン

トを施工したがこれを完成しないまま契約関係が終了し、上告人は約定の請負代金

の八五パーセントに相当する金額を請求することができるにとどまるのであるから、

被上告人は、未施工部分の完成に要した費用一三一万四九〇〇円全額を債務不履行

に基づく損害賠償として請求することができず、その損害賠償としては右金額から

当初の請負代金である八一一万二二〇〇円と工事出来高に相当する六八九万五三七

〇円との差額一二一万六八三〇円を差し引いた九万八〇七〇円を請求しうるにとど

まり、したがつて、被上告人は、反訴請求として、上告人に対し、右九万八〇七〇

円と工事遅延による損害二四万五〇〇〇円との合計三四万三〇七〇円及びこれに対

する遅延損害金の賠償を請求することができるにすぎないのである。しかるに、第
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一審判決は、未施工部分の完成に要した費用として右九万八〇七〇円を上回る一一

万四九〇〇円に前記の工事遅延による損害額を加えた合計三五万九九〇〇円及びこ

れに対する遅延損害金を認容している。しかし、この点は、上告人から控訴も附帯

控訴もないため被上告人に不利益に変更することが許されない。

　　そうすると、原判決は、反訴請求を認容した一五五万九九〇〇円のうち右三五

万九九〇〇円を超える一二〇万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた限度

において、理由不備の違法があり、破棄を免れず、論旨は、この点の違法をいう限

度において理由がある。そして、原審の適法に確定した事実関係によれば、被上告

人の反訴請求のうち右の部分は失当として棄却すべきものであり、結論においてこ

れと同旨の第一審判決は正当であつて、右部分についての被上告人の控訴は理由が

ないからこれを棄却すべきである。

　三　よつて、原判決中、反訴請求のうち未施工部分の工事による損害金一二〇万

円及びこれに対する遅延損害金の請求を認容した部分を破棄し、右破棄部分につき

被上告人の控訴を棄却し、その余の部分については論旨は理由がないから本件上告

を棄却することとし、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、九二条に従

い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　大　　　橋　　　　　　　進

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　木　　　下　　　忠　　　良

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　鹽　　　野　　　宜　　　慶

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　牧　　　　　　　圭　　　次

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　谷　　　六　　　郎
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